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令和５年度宮城県プレイパーク運営等業務委託 企画提案募集要領 

この要領は、宮城県プレイパーク運営等業務（以下「本業務」という。）を委託するに当

たり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断され

る事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

第１ 募集事項 

 １ 案件名 

   令和５年度宮城県プレイパーク運営等業務委託  

 ２ 事業目的 

   本業務は、県立都市公園内において、安全・安心して子育てできる公園環境を構築

するため、公園の強みである屋外あそび場（プレイパーク 1）に子どもの遊びを促すプ

レイリーダー2を配置し、子どもの健康増進を図るなど、子育て世代に配慮した管理運

営を推進することを目的とする。 

 ３ 業務内容 

   別紙「仕様書（案）」のとおり。 

   なお、内容については、企画提案書を基本とするが、発注者と受注者で協議の 

上、企画提案書の内容に修正・調整等を加えて実施する場合がある。 

 ４ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和６年３月２９日（金）まで 

 ５ 事業費（委託上限額） 

金 ４，２００，０００ 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

６ 実施場所 

加瀬沼公園 

所在地：宮城県宮城郡利府町加瀬字新堤下７－１ 

 

第２ 応募資格  

この企画提案に参加を申し込む者（以下「企画提案者」という。）は、次の全ての資格・

要件に該当する者でなければならない。 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

でないこと。 

２ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ていない者（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）である

こと。 

３ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

                         
1 プレイパークとは、すべての子どもが自由に遊ぶことを保障する場所であり、子どもは遊ぶこ

とで自ら育つという認識のもと、子どもと地域と共につくり続けていく、屋外の遊び場である。 
2 プレイリーダーとは、子どもがいきいきと遊ぶことのできる環境をつくり、子どもがやりたい

ことを実現できるよう、子どもの遊びを促す大人のこと。 
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ていない者（民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。）である

こと。 

４ この業務の募集開始時から企画提案書提出までの間に、宮城県の物品調達等に係る

競争入札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）に掲げる資格制限の要件に該

当する者でないこと。 

５ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定

する措置要件に該当する者でないこと。 

６ 地方税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

７ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）

に該当しない者であること。 

８ 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定するもの）に該

当しない者であること。 

９ 宮城県内に活動拠点（本社又は営業所）を有する法人であり、当該事業を実施する

体制が整っている又は整うことが見込まれること。 

１０ 共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるもの

とし、以下のすべての要件を満たしていること。 

（１） すべての構成員が、上記１から９に掲げる条件を満たしていること。 

（２） 構成員が本条件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本募

集に参加していないこと。 

（３） 本募集の企画提案参加表明書の提出時より前に、共同事業体を成立させている

こと。 

（４） 業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。 

（５） 本募集の企画提案参加表明書の提出時から契約締結時まで、構成員の変更ない

こと。 

 

第３ スケジュール（予定を含む）  

 

企画提案募集に係る公告 令和５年７月３１日（月） 

業務に係る質問受付期限 令和５年８月１０日（木）正午まで 

質問回答期限 令和５年８月１７日（木） 

企画提案書類の提出期限 令和５年８月２５日（金） 

企画提案に関する選定委員会の開催 令和５年９月 １日（金） 

選定結果の通知及び公表 令和５年９月上旬 

契約締結 令和５年９月中旬 
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第４ 応募手続  

１ 質問の受付 

（１）受付期限 令和５年８月１０日（木）正午まで（必着） 

（２）質問先 宮城県土木部都市計画課公園緑地班（事務局） 

（３）質問方法 

下記の電子メールアドレス宛て、質問書（様式第１号）を添付ファイルとして

送信すること。 

他手段（電話、ファクシミリ、直接の来庁等）での質問や、受付期限を過ぎて

送信された質問は受け付けない。 

電子メールアドレス：tosikek@pref.miyagi.lg.jp 

（４）回答方法 

令和５年８月１７日（木）までに、宮城県土木部都市計画課のホームページに

掲載する。企画提案者は必ず全ての質問・回答を確認すること。 

ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な企画提案事項に密接に関わる

ものについては、質問者に対してのみ回答する。 

また、質問の内容によっては回答しない場合もある。 

２ 企画提案への参加申込み 

（１）提出期限 令和５年８月２５日（金）午後５時 

（２）提出先 宮城県土木部都市計画課公園緑地班 

〒980－8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

（３）提出方法 

郵送又は持参。（持参の場合は、土日祝日を除く午前９時から午後５時までの間

に限り受け付ける。） 

（４）提出書類 

イ 企画提案参加表明書（様式第２号） １部 

ロ 共同事業体結成に係る届出書（様式第３号）（共同事業体の場合のみ） １部 

ハ 企画提案応募資格に係る宣誓書（様式第４号） １部 

ニ 企画提案書等の提出（様式第５号） １部 

ホ 企画提案書（任意様式） １０部 

※ 企画提案書は表紙を含め２０ページ以内とする。 

※ Ａ４判両面印刷とし、ページ番号を付してクリップ留めすること。 

※ 表紙に事業者名を表示すること。 

※ 本要領「第１ 募集事項」及び「第６ 審査項目・配点」、別紙仕様書（案）

記載の業務内容を踏まえ、次の項目を含む構成とすること。 

プレイパークの運営に関すること、プレイパークの管理に関すること、プ

レイパーク利用実態調査に関すること、職員の配置に関すること（配置する

職員全員の実績等がわかるもの等）、類似業務の実績（期間、場所、内容、体

制等）、自由企画提案（開催日の提案を含む） 

ヘ 事業経費見積書（任意様式） １部 

※ Ａ４判片面印刷とし、別紙仕様書（案）の項目ごとに単価、数量、金額を
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明示し、費用の内訳、積算根拠が分かるように記載すること。また、消費税

及び地方消費税額の金額を算出し、事業費（委託上限額）以内で合計金額を

記載すること。 

    ト 申請の日の属する事業年度の前３年度分の貸借対照表、損益計算書その他団

体の財務の状況を示す書類 

３ 留意事項 

（１）この企画提案のために要する全ての経費は、企画提案者の負担とする。 

（２）企画提案書等について、提出後の差替え、変更、取消及び再提出は認めない。

また、提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）提出された企画提案書等の内容について、県が設置する選定委員会の開催に先

立ち事務局から説明を求める場合がある。 

 

第５ 審査方法 

（１）県が設置する選定委員会において、各応募者の提出する提案書、提案内容のプ

レゼンテーション及びその質疑応答を、評価基準・配点に基づき総合的に評価し、

評価点が高い順に付けた評価点順位の合計が小さい企画提案者から順に順位を決

定する。評価点順位の合計が同点１位の場合は、当該企画提案者を評価点順位１位

とした委員数が多い企画提案者を、更に評価点順位第１位とした委員数が同数の場

合は、各委員の評価点の総合計が高い企画提案者を、業務の委託候補者として選定

する。評価点の総合計が同点の場合は、当該企画提案者の中で抽選により、本業務

の委託候補者として選定する。 

（２）企画提案者が多数の場合は、選定委員会において、あらかじめ提出書類による

予備審査を行い、上位５者程度を選抜し提出書類及びプレゼンテーションによる本

審査を行う。 

（３）企画提案者が１者の場合も選定委員会の委員全員による本審査を実施し、業務

を適切に実施できると判断される場合は、本業務の委託候補者として決定する。 

（４）応募者がいない場合、応募者全員が失格した場合又はすべての提案が事業目的

を達することができないと判断した場合には、本公募を取りやめ、再度企画提案を

募集する。なお、再公募の実施に当たっては、必要に応じ、公募内容を変更する場

合がある。 

 

【プレゼンテーションについて】 

１ 日時 令和５年９月１日（金）予定 

２ 場所 宮城県行政庁舎又は宮城県自治会館 

※ 日時及び場所の詳細については、別途企画提案者に連絡する。 

３ 実施方法 

・出席者は、企画提案者１者につき３人以内とする。 

・企画提案者１者当たりの持ち時間は２０分以内（説明１０分以内、質疑応答 

１０分以内）とする。 

・事前に提出された企画提案書を用いてプレゼンテーションを行うこととし、 
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当日の追加資料の配布や資料の差し替え等は認めない。 

・プレゼンテーションの際にサンプル動画の使用を希望する場合は、企画 

提案書類提出時に事務局担当職員に申し出、プレゼンテーション当日に 

ＳＤカード又は指定のストレージサービス（Sendfile）により動画ファ  

イルを提出すること。映写機材は事務局が準備する。 

第６ 審査項目・配点 

  次の審査項目、審査内容及び配点による。 

審査項目 審査内容 配点 

プレイパークの

運営に関するこ

と 

業務計画書の内容が適切であるか。 ５ 

施設利用の案内及び受付業務の提案内容が適切である

か。 

５ 

危機管理への対応の提案内容が適切であるか。 ５ 

施設内巡視及び安全確認の提案内容が適切であるか。 ５ 

プレイパークの

管理に関するこ

と 

日常的な清掃、ごみ拾いの提案内容が適切であるか。 ５ 

ごみの収集、処理に関する提案内容が適切であるか。 ５ 

利用実態調査に

関すること 

利用実態調査、アンケート調査に関する提案内容が適

切であるか。 

１０ 

職員の配置など

に関すること 

プレイリーダーの配置について適切であるか。 １０ 

配置するプレイリーダーは、他の施設での実績がある

か。 

１０ 

類似業務に関す

ること 

企画提案者は、他施設でのプレイパークの運営実績が

あるか。 

２０ 

事業費の節減及

び財務状況に関

すること 

事業費の節減が図られているか。 ４ 

財務状況は適切か（流動比率、自己資本比率等）。 ６ 

自由企画提案 企画提案者の自由な企画提案について特に評価すべき

内容であるか。 

１０ 

合計 １００ 

 

  審査内容ごとに優から不可までの４段階で評価し、配点に評価に応じた以下の係数を

乗じて得た数値の合計値を評価点とする。 

評価 優 良 可 不可 

係数 １．０ ０．５ ０ －１．０ 

 

第７ 失格事由 

次の要件に該当したときは、失格とする。 

１ 「第２ 応募資格」に違反した場合 

２ 提出書類に不備があった場合 
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３ 企画提案書に虚偽の記載をした場合 

４ 同一の企画提案者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

５ 企画提案書提出後、宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（令

和２年４月１日施行）」に規定する資格制限を受けた場合 

６ 企画提案書提出後、宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）

の別表各号に該当すると認められた場合 

７ 企画提案者が故意に選定委員会委員に接触した場合 

８ その他公正な企画提案の執行を妨げたと認められる場合 

 

第８ 選定・非選定結果の通知方法  

本審査における選定・非選定の結果については、後日、全ての企画提案者に対し、文

書で通知する。 

なお、審査・選定結果及び講評等に関する質問には応じない。 

 

第９ 選定結果の公表方法  

選定された委託候補者の名称、参加した企画提案者の名称、評価点順位の合計等を都

市計画課のホームページに公表する。 

なお、参加した企画提案者が２者の場合は、非選定者の評価点順位の合計が特定され

ないようその記載は省略する。 

 

第１０ 提出関係書類の様式  

様式第１号：質問書 

様式第２号：企画提案参加表明書 

様式第３号：共同事業体結成に係る届出書 

様式第４号：企画提案応募資格に係る宣誓書 

様式第５号：企画提案書等の提出 

様式第６号：取下願 

 

第１１ その他必要な事項  

１ 委託候補者選定後の手続 

（１）受注者の決定 

選定委員会において決定した委託候補者を優先交渉者とし、地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号の規定による随意契約を締結するため、優先交渉者

から見積書を徴収する。見積価格が予定価格の範囲内である場合をもって当該委

託候補者を受注者に決定し、契約を締結する。ただし、特別な理由により優先交

渉者と契約締結ができない場合は、他の企画提案者のうち順位が上位の者から順

に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した企画提案者を受注者とする。 

（２）契約書の作成 

県と受注者で協議の上、契約書を作成する。 

（３）その他契約に関する事項 
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イ 県は、業務の委託に際して、選定された企画提案書等の内容をもとに、別紙

仕様書（案）の記載事項を追記、変更又は削除することができる。 

ロ 本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、本業務による成

果品が第三者の知的財産権を侵害することがないよう、適正に履行すること。

第三者が有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときは、解決に要する費用

を含め、受注者の責任において解決すること。 

ハ 本業務による成果品の著作権は県に帰属するものとし、また、県は、本業務

の成果品を自ら使用するために必要な範囲において、随時利用できるものとす

る。また、関係機関への提供など、事業の目的を推進するための二次的な利用

も可能となるように対応すること。 

ニ 受注者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密

情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正

な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様と

する。 

ホ 受注者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を履行する上で個人情報を取

り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵

守しなければならない。 

２ その他 

提出された企画提案書等は、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）その他

の法令の規定に基づき、開示する場合がある。 

 


